
賑わいエリアを創出‼
【対象地域】
●市内4駅から概ね半径500メートル
●樽井駅及び和泉砂川駅の主要道路（青線）

この対象地域で創業すると、

補助メニューの補助率を2/3に拡充
補助上限額：家賃 4万円

改修費用
備品購入費用 合計
宣伝広告費用 67万円

買取費用 135万円

特定業種による上乗せ補助‼
【特定業種】
●大分類Ｉのうち中分類58飲食料品小売業
●大分類Ｍのうち中分類76飲食店、
中分類77持ち帰り・配達飲食サービス業

賑わいエリアかつ特定業種で創業すると、
補助率を2/3に拡充の上、補助上限額を上乗せ

補助上限額：家賃 5万円

改修費用
備品購入費用 合計
宣伝広告費用 72万円

買取費用 165万円


